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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３１年１月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年８月２６日 １０時４６分ごろ 

発生場所 岡山県玉野市筏
いかだ

島北北西方沖 

 大蛭
おおひる

島灯台から真方位３４８°７６０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°３１.１′ 東経１３４°００.９′） 

事故の概要 

 

 プレジャーボートEdge
エ ッ ジ

 Water
ウォーター

 335 E X
イーエックス

は、南南西進中、漁船豊漁
ほうりょう

丸は、西北西進中、両船が衝突した。 

Edge Water 335EXは、船底部の擦過傷等を生じ、また、豊漁丸は、

船尾部の割損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３０年９月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート Edge Water 335EX、５.９トン 

２７１－３９３２８岡山、ダイシン工業株式会社 

９.４３ｍ（Lr）×３.３６ｍ×２.０４ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）２基、５１４.８kＷ（合計）、平成２ 

５年１月 

Ｂ 漁船 豊漁丸、１.４トン 

   ＫＡ３－２７９５６（漁船登録番号）、個人所有 

   ６.７８ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４.５kＷ、平成４年３月２５日 

   第２８０－４３８２５号（船舶検査済票の番号） 

乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  平成２３年１１月１１日 

    免許証交付日 平成２７年１１月２４日 

           （平成３３年１１月１０日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８２歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日  昭和５０年１１月７日 

    免許証交付日 平成２９年９月１１日 

           （平成３５年５月１８日まで有効） 
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死傷者等 なし 

損傷 Ａ 船底部に擦過傷、両舷船外機及び推進器の破損 

Ｂ 船尾部に割損、スパンカーに折損、オーニング支柱に折損 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者５人を乗せ、平成３０年

８月２６日１０時２０分ごろ岡山県岡山市岡山港の係船場所から香川

県直島町直島に向けて出航した。 

本船は、船長Ａが、操舵室右舷側で立って操船に当たり、同乗者５

人を後部甲板のベンチシートに着座させ、玉野市蛭子
ひ る こ

島を右舷船首方

に見て針路目標とし、周囲を見ながら筏島北方沖を約２８～３０ノッ

ト（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で手動操舵により南南西進

した。 

 船長Ａは、左舷前方約１.６海里（Ｍ）先から右方に横切る状態で

接近するＢ船を視認し、Ｂ船が、保持船であるＡ船をいずれ避けると

思い、Ｂ船の動静を見ながら針路及び速力を保持して航行を続けた。 

Ａ船は、Ｂ船までの距離が約１００ｍとなり、船長Ａが、左舷方を

向いている船長Ｂを見てＡ船に気付いていないと思い、Ｂ船と衝突の

危険を感じて左舵一杯とした直後、１０時４６分ごろＡ船の船首部が

Ｂ船の右舷船尾部に衝突して乗り越えて行った。 

 Ａ船は、船長Ａが、同乗者５人の安否及びＡ船の損傷状況を確認し

てＢ船に寄せ、船長Ｂの安否及びＢ船の損傷状況を確認してＡ船の同

乗者１人が１１８番通報した後、Ｂ船をえい
．．

航して係船場所に帰っ

た。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、わたりがに
．．．．．

約２３kg を玉野市の

水産会社まで運搬する目的で、１０時２５分ごろ同市所在の桟橋に向

けて香川県土庄町唐櫃
か ら と

漁港を出航した。 

船長Ｂは、Ｂ船の右舷前部に設置された舵輪の後方で甲板上に置い

た箱に腰を掛け、筏島北方沖を約１２kn の速力で手動操舵により西北

西進していたところ、右舷正横付近約１Ｍ先から接近するＡ船を視認

した。 

船長Ｂは、Ａ船を視認した時点で、Ａ船まで距離があり、また、Ａ

船がＢ船に船首を向けているように見えたので、Ｂ船がＡ船の船首方

を安全に通過できると思い、左舷方を向いて蛭子島沖から北上する他

船の状況を見ながら西北西進中、衝撃を感じてＢ船とＡ船とが衝突し

たことを知った。 

船長Ｂは、船長Ａに自身の安否及びＢ船の損傷状況を伝えた後、１

１８番通報した。 

Ｂ船は、Ａ船の係船場所までえい
．．

航された後、陸揚げされた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋） 
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参照） 

その他の事項 船長Ａは、本事故当時、Ａ船が減速又は変針してＢ船を避けた場

合、後部甲板の同乗者が体勢を崩して転倒、又は、舷外に振り出され

て落水するおそれがあると考え、減速又は変針することをためらっ

た。 

船長Ａは、Ｂ船に対して早期に、電子ブザーによる警告信号を行う

とともに、同乗者５人に対して変針又は減速することを伝え、Ｂ船を

避けるための動作を行えばよかったと本事故後に思った。 

 Ａ船及びＢ船は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象等の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、筏島北北西方沖を南南西進中、船長Ａが、左舷前方から右

方に横切る状態で接近するＢ船を視認した際、Ｂ船がＡ船をいずれ避

けると思い、針路及び速力を保持して航行を続け、衝突を避けるため

の動作が遅れたことから、目前となったＢ船と衝突の危険を感じて左

舵一杯としたものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ａ船が保持船であると思い、針路及び速力を保持して航

行を続けたものと考えられる。 

Ｂ船は、筏島北北西方沖を西北西進中、船長Ｂが、右舷正横付近約

１Ｍ先から接近するＡ船を視認した際、Ｂ船がＡ船の船首方を安全に

通過できると思い、周囲の見張りを適切に行っていなかったことか

ら、Ａ船と衝突するおそれがある状況にあったことに気付かず航行

し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船を視認した時点で、Ａ船まで距離があり、また、Ａ

船がＢ船に船首を向けているように見えたことから、Ｂ船がＡ船の船

首方を安全に通過できると思ったものと考えられる。 

原因 本事故は、筏島北北西方沖において、Ａ船が南南西進中、Ｂ船が西

北西進中、船長Ａが、Ｂ船がＡ船をいずれ避けると思い、針路及び速

力を保持して航行を続け、衝突を避けるための動作が遅れ、また、船

長Ｂが、Ｂ船がＡ船の船首方を安全に通過できると思い、周囲の見張

りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 船長Ａは、本事故後、他船と衝突のおそれが生じた場合、できる限

り早期にためらわず、減速又は変針を行うなどして衝突を避けるため

の動作をとるとともに、音響及び発光による有効な信号装置を適切に

使用して安全運航に努めることとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 
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・操船者は、他船を初認した後、他船が安全に航過するまでの間、

見張りを適切に行うこと。 

・操船者は、他船と危険な見合い関係とならないよう、できる限り

早期に衝突を避けるための動作をとること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図 

事故発生場所 

（平成３０年８月２６日 

 １０時４６分ごろ発生） 

事故発生場所 

（平成３０年８月２６日 

 １０時４６分ごろ発生） 
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付表１  Ａ船のＧＰＳ記録（抜粋） 

時 刻 

（時：分：秒） 

船位※ 
対地針路※ 

（°） 

対地速力 

（kn) 
北 緯 

（°-′-″） 

東 経 

（°-′-″） 

10:43:02 34-32-28.02 134-01-48.84 208.2 29.0 

10:43:19 34-32-20.88 134-01-43.98 211.6 29.0 

10:43:31 34-32-15.90 134-01-40.38 210:4 29.0 

10:43:42 34-32-11.34 134-01-36.96 214.0 29.0 

10:44:00 34-32-04.08 134-01-31.14 214.4 29.0 

10:44:12 34-31-59.52 134-01-27.66 210.2 28.0 

10:44:29 34-31-52.32 134-01-22.80 205.5 29.0 

10:44:48 34-31-44.10 134-01-17.76 208.7 29.0 

10:44:58 34-31-39.78 134-01-14.94 209.9 30.0 

10:45:14 34-31-33.06 134-01-09.72 214.4 30.0 

10:45:30 34-31-26.64 134-010:4.20 214.0 28.0 

10:45:45 34-31-20.52 134-00-59.22 212.9 29.0 

10:46:00 34-31-14.22 134-00-54.54 211.8 30.0 

10:46:13 34-31-08.94 134-00-50.94 206.8 23.0 

※船位は操舵室上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、また、対地針路は真方位 

である。 


